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日進市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則 

 

平成２４年３月２９日 

規則第１１号 

改正 平成２５年１月３１日規則第５号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「法施行規

則」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２８号）

並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７

４号）、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）及び児童福祉法に基づく指定

障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２９号）に

定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請等） 

第２条 法第５１条の２０及び児童福祉法第２４条の２８の規定による申請は、指定申請書

（第１号様式）に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた

者（以下「指定事業者」という。）は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その

他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。 

（変更の届出等） 

第３条 指定事業者は、法第５１条の２５第３項及び第４項並びに児童福祉法第２４条の３２

の規定による届出において、法施行規則第３４条の６０及び児童福祉法施行規則第２５条の

２６の７に掲げる事項に変更があった場合は、変更届出書（第２号様式）を、事業の廃止、

休止又は再開をする場合は、廃止・休止・再開届出書（第３号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（公示） 

第４条 市長は、法第５１条の３０第２項及び児童福祉法第２４条の３７の規定に基づき、次

に掲げる事項を公示するものとする。 

（１）指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる

事務所の所在地 

（２）指定等に係る事業所の名称及び所在地 

（３）指定等の年月日 

（４）指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類 

（５）事業の主たる対象者 

（６）事業所番号 

（委任） 
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第５条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業

者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（施行のために必要な準備） 

第６条 市長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相

談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。 

 

附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１月３１日規則第５号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 


